
平成３０年東郷町教育委員会２月定例会 

日時 平成３０年２月２３日（金） 午後１時３０分 開会 

              午後２時４０分 閉会 

場所 東郷町役場 ２階第４会議室 

出席委員 教 育 長 石川 光秋 

職務代理者 小出 直美 

委   員 奥谷 美香 

委   員 近藤 万友美 

委 員 石田 守良 

欠席委員  なし 

説明のために出

席した職員の氏

名 

教 育 部 長 磯村 元彦  参    事 酒井 保幸 

学校教育課長 水野 幹根  生涯学習課長 中根 一郎

高校総体室長 樋口 美紀  給食センター所長 石原 稔久 

会議録作成職員 学校教育課長 水野 幹根 

会議録署名委員 委員長、奥谷委員 

教育長の報告 ⑴ 校長への指導事項等について 

⑵ 愛知県町村教育長協議会について 

⑶ ３月議会一般質問について 

報告事項 ⑴ ２月校長会について（学校教育課） 

⑵ 後援名義使用許可について（学校教育課） 

⑶ 要保護・準要保護児童生徒数について（学校教育課） 

協議事項 東郷町いじめ防止基本方針改正（案）について（学校教育課） 

議題 ⑴ 東郷町外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例について 

  （学校教育課） 

⑵ スクールソーシャルワーカーの任命について（学校教育課） 

⑶ スクールソーシャルワーカーの任命について（学校教育課） 

⑷ 平成２９年度一般会計補正予算（第４号）に対する意見について 

  （学校教育課、生涯学習課、高校総体室、給食センター） 

⑸ 平成３０年度東郷町教育の一般方針について 

  （学校教育課、生涯 学習課、高校総体室、給食センター） 

⑹ 平成３０年度一般会計当初予算に対する意見について 

  （学校教育課、生涯学習課、高校総体室、給食センター） 

⑺ 平成３０年度東郷町立小中学校教職員定期人事異動の内申に 

 ついて（学校教育課） 

傍聴者 なし 



教育長  東郷町教育委員会２月定例会を開会します。会議の日程は、お手元に配布

した議事日程のとおりです。 

日程第１、会議録作成職員を指名します。学校教育課長を指名します。 

次に、日程第２、今月の会議録署名委員を指名します。私教育長と奥谷委

員を指名したいと思いますが、いかがですか。 

委員 （全員異議なし） 

教育長 異議なしとのことですので、今月の会議録署名委員は、私教育長と奥谷委 

員とさせていただきます。 

次に日程第３、教育長の報告です。 

教育長 ⑴ 校長への指導事項等について 

  ２月９日（金）に開催した町内校長会の内容です。 

ア 児童生徒関係の事件記事 

  ・鹿児島県の保育園で消火器が落下して園児が骨折 

 イ 依頼事項 

  ・ インフルエンザの流行期＝学級閉鎖の判断基準を事前に校長の指示

の下、決めておく。 

  ・ 新型インフルエンザ＝10数年周期で新型が出る（2009年大流行した

H１N１型） 

  ・ 各校のHPの「緊急時対応」等の内容で、地震警戒宣言発令時につい

ては削除して、南海トラフ関連情報時の対応を追記。東郷町で震度5

強の地震が発生時は引き取り下校を記述。他に暴風警報等の発表時の

地区は「東郷町」として、愛知県、愛県西部は削除。（気象庁からの

暴風警報等は「発令」でなく「発表」） 

 ウ その他 

  ・「いきいき東郷21」での中間調査から→中学2年生（無作為よる77名か

らの回答） 

   「悩みを相談できる人はいますか？」→「いる」「まあまあいる」 

※8月～9月調査 

   平成24年調査時では９５．１％、29年調査時は８７．0％で減少して

いる、という結果でした。 

 

⑵ 平成29年度第3回愛知県町村教育長協議会報告について 

  実施日：平成30年２月15日(木) 

 ア 会長挨拶 

  ・平昌オリンピックに阿久比町からスノーボード・スロープスタイルに

国武選手が出場している。 

  ・教育委員会として学校のために、①啓発②フォローアップ③コーディ

ネート をやっていく。 



 イ 研修 

  ○講話 

  ・校長、教頭の登用数（不足の状況） 

  ・在校時間結果（前年度より減少傾向だが、「増加」「変化なし」との回

答は過半数以上） 

  ※教育長からの意見要望＝実際の現場では、在校時間数を減らすのは現

状から無理がある。週授業時間数を減らすことや、教員の増員が必

要。新任研修や学力テスト廃止等の文科省としてやれることやってほ

しい。 

 ウ 行政説明 義務教育課 柵木課長 

  ○児童自立支援施設「愛知学園」への学校教育の導入 

  ○平成30年度以降の全国学力・学習状況調査 

  ・平成31年度は中３英語のヒアリングも（Ｈ30年度予備調査＝7～８学

級規模校と単数校） 

 

⑶ ３月議会一般質問について 

 ・１ページをご覧ください。３月議会では５名の議員より通告書が提出さ 

れました。 

   

  私からの報告は以上です。ただいまの教育長の報告について、質問があ

りましたらお願いします。 

委員 質問なし。 

教育長  質問もないようですので、以上で教育長の報告を終わります。 

次に日程第４、報告事項に入ります。事務局から説明をお願いします。 

参事 

 

⑴ ２月校長会について 

・春木台小学校の北館の廊下の補修工事、結露でも滑らなくなり、児童や

保護者、先生方から好評であること。 

・東郷小 ２月３日（土）金管バンド部による「東小コンサート」実施休

みの日だったが、保護者や児童、教員が大勢参観に来て好評だった 

・春木台小 １月３０日（火）5年生餅つき大会実施 

・諸輪小学校 ２月１３～１５日 体育委員会主催の大縄大会実施 

・高嶺小学校 ２月２１日 ミッションX実施 

・諸輪中学校 ３月１６日 弁護士によるスマホ/携帯安全教室 予定 

○どの小学校も、来年度から始まる「外国語活動（中学年１５時間）」「外

国語科（高学年 ５０時間）」「特別な教科道徳」など、４月から始まる

「新学習指導要領の移行期」への対応策を真剣に模索し、検討している。 

○中学校でも新学習指導要領の研究、対策の検討はもちろん、来年度以降

の部活動の在り方についても理解しスムーズに移行できるよう取り組ん



でいる。 

学校教育

課長 

⑵ 後援名義使用許可について 

  ２ページをご覧ください。過去と同様の内容であるため２件の専決処分

を行いました。 

⑶ 要保護・準要保護児童生徒数について 

  ３ページをご覧ください。今月は異動がなく、現在１８８名が準要保護

者として認定されています。 

教育長 ただいまの報告事項について、何か質問はありますか。 

教育長 質問もないようですので、以上で報告事項を終わります。 

次に日程第５、協議事項に入ります。東郷町いじめ防止基本方針改正（案）

について事務局から説明をお願いします。 

学校教育

課長 

⑴ 東郷町いじめ防止基本方針改正（案）について 

  別紙の資料をご覧ください。 

  国は、「いじめの防止等のための基本的な方針」を平成２９年３月１４

日改定し、国の改定を受けて愛知県が「愛知県いじめ防止基本方針」を平

成２９年１２月２７日に改定しました。これらの改定を受けて東郷町いじ

め防止基本方針を改正するものです。 

  主な改正内容は、 

  ア けんかやふざけ合いであっても、いじめである可能性を認識する必 

要があることを新たに加えた。（第１関係） 

  イ 学校の組織的対応の徹底及びいじめ解消後の再発防止に十分留意す

ることを新たに加えた。（第２関係） 

  ウ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況や達成状況を、学

校評価に位置付けて評価し、いじめ防止等の取組の改善を図ることを

新たに加えた。（第４関係）ことなどです。 

   以上で説明を終わります。 

教育長 ご意見等がありましたらご発言いただくようお願いします。 

委員  いじめに関する定義の中で、「背景にある事情の調査を行い、児童生徒の

感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する」とあるが、最

終的に判断するのは誰ですか。 

参事  各学校長になります。 

委員  「定期的にアンケート調査を行う」とあるが、１年のうちの実施回数は何

回行うのか。 

参事  各学期に１回ずつ行いますので、年３回の実施です。 

教育長  他に質問もないようですので、以上で協議事項を終わります。 

次に、日程第６、議題に入ります。 

 議案第１号 東郷町外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例につ

いて、事務局から説明をお願いします。 



学校教育

課長 

 議案第１号 東郷町外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例につ

いて 

 ７ページをご覧ください。 

 本町では、平成３０年度からＪＥＴプログラムを活用した、外国語指導助

手を中学校に２名配置する予定です。 

 今回の条例案は、その外国語指導助手に係る報酬月額及び費用弁償等に関

することを定めるもので、平成３０年４月１日から施行するものです。 

 以上、よろしくお願いします。 

教育長 説明が終わりましたので議案第１号について審議をお願いします。 

教育長  質問もないようですので議案第１号について採決に入ります。議案第１号

を原案通り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員 挙手全員 

教育長  全員賛成ですので、議案第１号は可決します。 

 次に議案第２号、議案第３号は一括して議題とします。議案第２号、議案

第３号 スクールソーシャルワーカーの任命について、事務局の説明をお願

いします。 

学校教育

課長 

 議案第２号 スクールソーシャルワーカーの任命について 

 ８ページをご覧ください。 

 今年度、本町のスクールソーシャルワーカーは２名任命していますが、 

 そのうち１名が３月末限りで退職するため、新たに１名を任命するもので

す。任期する者の氏名は、佐藤豊子氏で平成２８年度から現在まで本町諸輪

中学校において心の教室相談員を務めていただいている方です。 

  任期は１年で、平成３１年３月３１日までです。 

 続いて、 

 議案第３号 スクールソーシャルワーカーの任命について 

 こちらの任命者は、板倉治子氏で、平成２８年度から継続して任命してい

る者で、経験豊富であり、また、関係する各方面の担当者の信頼も厚い方で

す。 

 以上、任命についてよろしくお願いします。 

教育長 説明が終わりましたので審議に入ります。 

審議は一つずつ行います。議案第２号について審議をお願いします。 

教育長  質問もないようですので議案第２号についてについて採決に入ります。議

案第２号を原案通り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員 挙手全員 

教育長 全員賛成ですので、議案第２号は可決します。 

教育長 次に、議案第３号について審議をお願いします。 

教育長  質問もないようですので議案第３号についてについて採決に入ります。議

案第３号を原案通り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 



委員 挙手全員 

教育長 全員賛成ですので、議案第３号は可決します。 

次に議案第４号 平成２９年度一般会計補正予算（第４号）に対する意見に

ついてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

学校教育

課長 

生涯学習

課長 

高校総体

室長 

給食セン

ター長 

議案第４号 平成２９年度一般会計補正予算（第４号）に対する意見につ

いて、学校教育課所管分の説明をします。 

１４から２３ページに学校教育課分の内容になります。すべて額の確定に

よるものです。以上です。 

生涯学習課所管分について説明します。 

２５ページをご覧ください。 

１９節の負担金及び補助金及び交付金の50万円減額は、イベントの入場者

が見込みよりも少なかったことによるものです。 

高校総体室所管分について説明します。 

２７ページをご覧ください。 

執行額確定による減額です。 

給食センター所管分について説明します。 

２８ページをご覧ください。 

１３節、１４節の減額補正については、執行額確定によるものです。 

以上です。 

教育長 説明が終わりましたので議案第４号について審議をお願いします。 

教育長  質問もないようですので議案第５号について採決に入ります。議案第４号

を原案通り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員 挙手全員 

教育長 全員賛成ですので、議案第４号は可決します。 

次に議案第５号 平成３０年度東郷町教育の一般方針についてを議題としま

す。事務局の説明をお願いします。 

学校教育

課長 

生涯学習

課長 

高校総体

室長 

給食セン

ター長 

 

議案第５号 平成３０年度東郷町教育の一般方針について、学校教育課所

管分の説明をします。 

３１ページをご覧ください。 

主な変更内容は、基本方針の中で、教職員について、学習指導要領の改訂

に伴う、これから始まる「道徳の特別教科化や外国語活動・外国語科の導入

等」の文言を追加しました。 

次に３２ページをご覧ください。 

重点施策の⑻、学校施設等の整備で、３０年度予定の事業である「高嶺小

学校南校舎のトイレ洋式化改修工事、小学校校内有線ＬＡＮの整備」の内容

に変更しました。以上です。 

生涯学習課所管分について説明します。 

３４ページをご覧ください。 



重点施策のうち、「⑸文化施設の整備充実」では、「長寿命化計画を策定」

する文言を追加しました。 

「⑼スポーツの普及・振興」では、エルゴ体験会やスポーツ・レクリエー

ション指導者養成講習会及びスポーツボランティア研修会を開催する内容を

追加しました。 

「⑽体育施設の整備充実」では、文化施設と同様に「長寿命化計画を策

定」する文言を追加しました。以上です。 

高校総体室所管分につて説明します。 

３６ページをご覧ください。 

いよいよ高校総体開催の当該年度となりましたので、昨年の「準備する」

から「・・・円滑な大会運営に努める」と追記いたしました。以上です。 

給食センター所管分について説明します。 

３３ページをご覧ください。 

重点施策「⑴ 学校給食の献立の充実」に、ケ 使用食材の質及び価格を研

究し、給食費の妥当性を検討する、ことを追記しました。 

また、「⑸ 老朽施設・設備等の改修を計画的に実施する」に、調理場長寿

命化を図ることを追記しました。以上です。   

教育長 説明が終わりましたので議案第５号について審議をお願いします。 

教育長  質問もないようですので議案第５号について採決に入ります。議案第５号

を原案通り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員 挙手全員 

教育長 全員賛成ですので、議案第５号は可決します。 

次に議案第６号 平成３０年度一般会計当初予算に対する意見についてを議

題とします。事務局の説明をお願いします。 

学校教育

課長 

生涯学習

課長 

高校総体

室長 

給食セン

ター長 

議案第６号 平成３０年度一般会計当初予算に対する意見について、学校

教育課所管分の説明をします。 

３８ページをご覧ください。こちらは教育部全体の歳入・歳出となりま

す。 

次に３９ページをご覧ください。 

歳入のうち、１４節の国庫補助金の４ 学校施設環境改善交付金の15,903

千円は、高嶺小学校トイレ洋式化工事に係る補助金です。 

歳出のうち主なものは、歳入でも説明しました高嶺小学校トイレ洋式化工

事のほかに、全小学校校内有線ＬＡＮ整備工事、外国語指導助手事業に関す

る予算が盛り込まれています。以上です。 

生涯学習課所管分について説明します。 

５１ページをご覧ください。 

歳入で、１３節 使用料の体育施設使用料のうち、体育館使用料が予算額

０円となっていますが、これは、今まで事務室の一部を施設サービス㈱の事



務室として使用していましたが、別の場所に移動したことにより今年度以

降、使用しなくなるためです。 

歳出について主なものを説明します。 

５３ページをご覧ください。 

１３節 委託料のうち、納涼まつりイベント業務委託料は、納涼まつりが

今年度４０回目となることから記念事業とするため増額したものです。 

５５ページをご覧ください。 

１９節 負担金・補助金のうち、県指定文化財保存事業補助金は、２９年

度は祐福寺勅使門の補修を目的に補助金を出していたものです。今年度は、

そういった予定がありません。 

６１ページをご覧ください。 

１５節 工事請負費は、今年度予定の愛知池テニスコートにバイオトイレ

の設置とそれに伴う水道管布設工事に関するものです。以上です。 

高校総体室所管分につて説明します。 

６３ページをご覧ください。 

１５節 工事請負費は、高校総体終了後に現在の生涯学習課、高校総体室

を改修するためのものです。 

１９節 負担金・補助金の平成３０年度高校総体大会運営費補助金の

23,397千円は、実行委員会形式で行われる高校総体への町からの負担金で

す。この他に、国、県からの補助金も別途あります。以上です。 

給食センター所管分について説明します。 

歳入について６４ページをご覧ください。 

小学校、中学校とも前年度と年間の給食日数が２日減ったことと、生徒数

の減少のため予算額が減っています。 

歳出では、１３節 委託料の給食調理業務委託料は、委託業者の更新に係

る初年度分の委託料になります。１８節 機械器具等購入費は、フライヤー

のろ過器の更新によるものです。以上です。 

教育長 説明が終わりましたので議案第６号について審議をお願いします。 

委員  確認ですが、先ほど説明された、平成３０年度東郷町教育の一般方針での

新事業実施に向けた予算は計上されていますか。 

生涯学習

課長 

例えば、生涯学習課所管分では、平成３０年度東郷町教育の一般方針の際

に説明させていただいた長寿命化計画策定の実施に向けて、５６ページの１

３節 委託料に計画等作成委託料を計上しています。 

他の事業についても、同様に計上しています。 

委員 よく分かりました。 

教育長  質問もないようですので議案第６号について採決に入ります。議案第６号

を原案通り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員  挙手全員 



 

 

教育長 全員賛成ですので、議案第６号は可決します。 

次に議案第７号 平成３０年度東郷町立小中学校教職員定期人事異動の内申

についてを議案とします。事務局の説明をお願いします。 

参事 ６７ページをご覧ください。 

平成３０年度東郷町立小中学校教職員定期人事異動の内申を別紙のとおり

とし、愛知県教育委員会に具申するものです。 

人事異動資料は６８ページのとおりです。よろしくお願いします。 

教育長 説明が終わりましたので議案第７号について審議をお願いします。 

教育長  質問もないようですので議案第７号について採決に入ります。議案第７号

を原案通り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員 挙手全員 

教育長 全員賛成ですので、議案第７号は可決します。 

以上で議題は終了し、２月定例会の日程は、これですべて終了しました。

これをもって閉会といたします。 


